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リエア新幹線大深度地下使用許可取消しの

審査請求書提出と記者会見記事(3紙分 )

毎日新聞

「リ
ニ
ア
使
用
認
可
Ｎ
Ｏ
」

・
　

沿
線
住
民
国
交
省‐．に
審
査
請
求
書

Ｊ
Ｒ
東
海
が
建
設
を
進

め
る
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線

を
巡
り
、
個
人
所
有
地
の

地
下
に
無
断
で
ト
ン
ネ
ル

を
掘
る
の
は
憲
法
が
定
め

た
財
産
権
の
侵
害
に
当
た

る
な
ど
と
し
て
、
東
京
都

大
田
区
な
ど
沿
線
の
住
民

約
５
６
０
人
が
１０
日
、
国

土
交
通
省
に
大
深
度
地
下

使
用
認
可
の
取
り
消
し
を

求
め
る
審
査
請
求
書
を
提

出
し
た
。

高
級
住
宅
街
と
し
て
知

ら
れ
る
同
区
田
園
調
布
の

住
民
も
加
わ
り

「Ｊ
Ｒ
東

海
の
説
明
は
不
十
分
だ
」

と
訴
え
て
い
る
。

償
な
ど
は
必
要
な
く
、
国

交
省
は
昨
年
１０
月
、
同
社

の
使
用
を
認
可
し
た
。

Ｊ
Ｒ
東
海
は
昨
年
５

月
、
同
区
な
ど
沿
線
都
市

部
で
住
民
説
明
会
を
開

催
。
住
民
側
は

「周
知
が

不
十
分
で
、
説
明
会
の
開

催
を
知
ら
な
か

っ
た
。
そ

の
後
ヽ
署
名
を
集
め
て
再

度
の
開
催
を
要
求
し
た
が

拒
否
さ
れ
た
」
と
主
張
。

同
社
は

「再
度
開
催
の
予

定
は
な
い
。
個
別
の
質
潤

に
つ
い
て
は
、
各
都
県
の

工
事
事
務
所
で
対
応
し
て

い
る
」
と
し
て
い
る
¨

【花
牟
礼
紀
仁
】

Ｊ
Ｒ
東
海
に
よ
る
と
、

２
０
２
７
年
開
業
予
定
の

品
川
―
名
古
屋
間
の
う

ち
、
都
内
や
愛
知
県
内
な

ど
の
都
市
部
は
、
地
下
４０

研
よ
り
深
い
大
深
度
地
下

に
ト
ン
ネ
ル
を
掘

っ
て
建

設
す
る
。
大
深
度
地
下
の

利
用
は
、
原
則
と
し
て
地

上
の
所
有
者
に
対
す
る
補

リ
エ
ア
大
深
度
工
事

「地
下
使
用
は
不
当
」

住
民
ら
国
に
審
査
請
求

Ｊ
Ｒ
東
海
が
建
設
し
て
い
る

リ
エ
ア
中
央
新
幹
線
で
、
深
さ

四
十
房
以
上
の
大
深
度
地
下
の

使
用
は
不
当
だ
と
し
て
、
東
京

都
や
神
奈
川
県
の
住
民
ら
が
十

一日
、
行
政
不
服
審
査
法
に
基
づ

き
、
使
用
認
可
取
り
消
し
を
求

め
る
審
査
を
国
土
交
通
省
に
請

求
し
た
。
国
交
省
に
よ
る
と
、

リ
エ
ア
中
央
新
幹
線
工
事
で
の

大
深
度
地
下
使
用
認
可
を
め
ぐ

る
審
査
請
求
は
初
め
て
。

・こ
の
日
、
住
民
団
体
が
東
京

・
神
奈
川
の
約
五
百
六
十
人
分

の
請
求
書
を
国
交
省
に
提
出
し

た
。今

後
、
愛
知
県
の
住
民
の
請

求
書
も
郵
送
す
る
。・

審
査
請
求
の
呼
び
掛
け
の
中

心
と
な

っ
た

「
住
環
境
と
リ
ニ

ア
を
考
え
る
田
園
調
布
住
民
の

会
」

（東
京
都
大
田
区
）
が
会

見
し
、
三
木

一
彦
代
表
後

し
が

一
リ
ニ
ア
に
は
採
算
性
が
期
待

一で
き
ず
、
大
深
度
地
下
工
事
の

環
境
保
全
に
強
い
疑

じ
る
」
な
ど
と
認
可
取

し
を
求
め
る
理
由
を
説

世
田
谷
区
の
自
宅
直
下
を

ン
ネ
ル
が
通
る
予
定
の
朝
倉

七
じ
は

「
使
用
認

根
拠
と
な
る
大
深
度
地
下

使
用
法
は
、
憲
法
が
規
定
す
る

財
産
権
の
侵
害
に
当
た
る
。
大

深
度
地
下
使
用
の
基
本
方
針
で

あ
る
事
業
の
公
共
性
も
な
い
」

と
主
張
し
た
“

国
交
省
は
昨
年
十
月
、
Ｊ
Ｒ

東
海
が
申
請
し
て
い
た
東
京
都

品
川
区
か
ら
川
崎
市
を
経
て
東

京
都
町
田
市
に
至
る
三
二

・
三

ロ
キ
と
、
名
古
屋
市
か
ら
愛
知
県

春
日
井
市
ま
で
の

一
七

・
〇

ロ
キ

の
ゴ
区
間
の
大
深
度
地
下
の
使

用
を
認
可
。
地
下
四
十
厨

ヽ
よ
り

深
い
ト
ン
ネ
ル
エ
事
で
用
地
買

収
の
必
要
が
な
く
な
る
。

国
交
省
の
担
当
者
は

「早
急

に
審
査
手
続
き
を
す
る
」
と
し

て
い
る
。
　

（
山
田
祐

一
郎
）
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…



しんぶん赤旗
記
者
会
見
す
る
住
民
有
志
と
三
木

一
彦
氏

（右

か
ら
３
人
目
）
＝
１０
日
、
東
京
都
千
代
田
区

大
深
度
認
可

取
り
消
せ

東
京
・神
奈
川
リ
エ
ア
計
画

仕ヽ
Ｆ
警
ｂ
寒
卑
宜
難蘭
求

Ｊ
Ｒ
東
海
が
リ
ニ
ア
中

央
新
幹
線
建
設
の
た
め
に

地
下
４０
研
以
下
の
大
深
度

に
巨
大
ト
ン
ネ
ル
建
設
工

事
を
進
め
て
い
る
問
題

で
、
国
土
交
通
省
が
昨
年

１０
月
に
大
深
度
地
下
使
用

を
認
可
し
た
こ
と
に
対

し
、
東
京
都
大
田
区
、
世

田
谷
区
、
神
奈
川
県
川
崎

市
の
住
民
有
志
は
１０
日
、

認
可
取
り
消
し
を
求
め
る

４
８
０
人
分
の
審
査
請
求

書
を
国
交
省
に
提
出
し
ま

し
た
。

提
出
後
の
記
者
会
見

で
、
「住
環
境
を
守
る
自

園
調
布
住
民
の
会
」
の
三

木
一
彦
代
表
は
、
陥
没
事

故
な
ど
の
危
険
が
あ
る
大

規
模
な
地
下
ト
ン
ネ
ル
エ

事
が
、
住
宅
街
の
下
で
す

す
め
ら
れ
て
い
る
と
強

調
。
工
事
に
つ
い
て
の
説

明
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ま

ま
、
大
深
度
地
下
の
使
用

を
住
民
の
許
可
な
く
認
め

る
こ
と
は
、
憲
法
軽
視
だ

と
批
判
し
ま
し
た
。

「リ
ニ
ア
新
幹
線
を
考

え
る
東
京
。ヽ
神
奈
川
連
絡

会
」
の
天
野
捷
一
共
同
代

表
は
、
同
じ
く
大
深
度
地

下
工
事
を
行
っ
て
い
る
東

京
外
環
道
で
昨
年
６
月
に

世
田
谷
区
の
野
川
か
ら
気

泡

（酸
欠
空
気
）
が
発
生

し
た
こ
と
を
挙
げ

「住
民

の
不
安
や
疑
間
は
解
消
し

て
い
な
い
」
と
指
摘
し
ま

し
た
。

世
田
谷
区
の
地
下
ト
ン

ネ
ル
の
真
上
に
住
む
朝
倉

正
幸
弁
護
士
は
、
そ
も
そ

も
使
用
認
可
の
基
と
な
る

「大
深
度
地
下
の
公
共
使

用
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」
は
憲
法
２９
条
違
反
で

あ
る
こ
と
、
同
法
に
基
づ

い
て
も
安
全
性
を
は
じ

め
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が

あ
る
と
説
明
し
ま
し
た
。


